
インボイス制度の
対策はお済みですか？

PCAインボイススターターキット 詳細は裏面

～インボイス制度は2023年10月1日より開始されます～

免税事業者にも
影響大！！

そもそもインボイス制度とは？

インボイス（適格請求書）を発行するには？
インボイスを発行するには所轄税務署への登録が必要となります。

登録が済むと登録番号が発行されます。

なお、登録を受けていない事業者はインボイスの発行はできません。

＜売手側＞
売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、

インボイスを交付しなければなりません。

＜買手側＞
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である

登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

インボイス制度（適格請求書等保存方式）とは、

消費税の仕入税額控除を受けるために

請求書に必要な情報を明記し発行、保存する制度です。



（１）基本サービス(約2カ月) 165,000円（税込）
【ご提供資料】
① インボイス制度対応工程管理表（Excel）
② 適格請求書発行事業者登録番号通知書（Word）
③ インボイス制度セミナー動画（動画配信サービス）
④ インボイス制度セミナーレジュメ

【WEB相談サービス】
WEB面談による相談対応 1時間×2回
※ご提供資料納品日の翌々月末まで（納品から約2ヶ月）

（２）Web面談 22,000円（税込）
※基本サービスをお申込みの方のみご利用いただけます。

サービス内容

【サービスの留意点】
当製品は、2023年10月1日開始のインボイス制度に対応した業務を開始頂くためのサービスです。
・企業の実務担当者を対象としたサービスのため、個人・税理士・公認会計士・その他同業（コンサルティング、商業利用目的）の方の申込、
また申込後、お客様にその事実が発覚する際には、申込をお断りさせていただくことがあります。

・「基本サービス」は2カ月で対応期限を終了する構成となっております。
・当サービスは適格請求書発行事業者登録番号通知書や動画提供・WEB面談対応となりますので、サービス提供会社が税理士業務を行うものではありません。
・オプションは基本サービス内のWeb面談1時間×2回に加え、追加が必要な場合にご購入頂くものとなります。
・Word等の編集可能なファイルにて納品のため、書類作成作業はお客様側で行っていただくことになります。
・お申込み内容確認後、TOMAコンサルタンツグループ株式会社よりお客様宛てに納品メールが届きます。
・ご質問は、お客様からTOMAコンサルタンツグループ株式会社へ直接メールでのご質問となります。

インボイス制度導入支援サービス

PCAインボイス制度スターターキット

提供サンプルイメージ

工程表イメージ

通知書イメージ

インボイス制度
セミナー動画

＜開発元＞

ＴＯＭＡコンサルタンツグループ株式会社
〒 100-0005 東京都千代田区丸の内 1-8-3 丸の内トラストタワー本館 3 階

＜お申し込み・お問い合わせ＞

ピー・シー・エー株式会社
〒102-8171 東京都千代田区富士見1-2-21 PCAビル
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